
地 方 税 財 源 の 充 実 確 保 を 求 め る 意 見 書  

 

 地 方 財 政 は 、 社 会 保 障 関 係 費 な ど の 財 政 需 要 の 増 加 や 地 方 財 政 の 低

迷 等 に よ り 、 厳 し い 状 況 が 続 い て い る 。  

こ う し た 中 、 基 礎 自 治 体 で あ る 市 が 、 住 民 サ ー ビ ス や ま ち づ く り を

安 定 的 に 行 う た め に は 、 地 方 税 財 源 の 充 実 確 保 が 不 可 欠 で あ る 。  

よ っ て 、 国 に お い て は 、 下 記 事 項 を 実 現 さ れ る よ う 強 く 求 め る 。  

記  

１  地 方 交 付 税 の 増 額 に よ る 一 般 財 源 総 額 の 確 保 に つ い て  

（ １ ） 社 会 保 障 関 係 費 の 増 な ど 、 地 方 の 財 政 需 要 を 地 方 財 政 計 画 に 的

確 に 反 映 す る こ と に よ り 、 一 般 財 源 総 額 を 確 保 す る こ と 。  

（ ２ ） 地 方 の 固 有 財 源 で あ る 地 方 交 付 税 は 、 本 来 の 役 割 で あ る 財 源 保

障 機 能 ・ 財 源 調 整 機 能 が 的 確 に 発 揮 さ れ る よ う 増 額 す る こ と 。  

（ ３ ） 財 源 不 足 額 に つ い て は 、 臨 時 財 政 対 策 債 の 発 行 等 に よ る こ と な

く 、 地 方 交 付 税 の 法 定 率 の 引 上 げ に よ り 対 応 す る こ と 。  

（ ４ ） 依 然 と し て 厳 し い 地 域 経 済 を 活 性 化 さ せ る 必 要 が あ る こ と か ら 、

地 方 財 政 計 画 に お け る 歳 出 特 別 枠 を 維 持 す る こ と 。  

（ ５ ） 地 方 公 務 員 給 与 の 引 下 げ を 前 提 と し た 削 減 な ど 、 地 方 交 付 税 を

国 の 政 策 誘 導 手 段 と し て 用 い る こ と は 避 け る こ と 。  

２  地 方 税 源 の 充 実 確 保 等 に つ い て  

（ １ ） 地 方 が 担 う 事 務 と 責 任 に 見 合 う 税 財 源 配 分 を 基 本 と し 、 当 面 、

国 と 地 方 の 税 源 配 分 を 「 ５ ： ５ 」 と す る こ と 。 そ の 際 は 、 地 方 消

費 税 の 充 実 な ど 、 税 源 の 偏 在 性 が 小 さ く 、 税 収 が 安 定 的 な 地 方 税

体 系 を 構 築 す る こ と 。  

（ ２ ） 個 人 住 民 税 は 、 充 実 確 保 を 図 る と と も に 、 「 地 域 社 会 の 会 費 」

と い う 性 格 を 踏 ま え 、 政 策 的 な 税 額 控 除 を 導 入 し な い こ と 。  

（ ３ ） 固 定 資 産 税 は 、 市 町 村 の 基 幹 税 目 で あ り 、 安 定 的 確 保 を 図 る こ

と 。 特 に 、 償 却 資 産 の 根 幹 を な す 「 機 械 及 び 装 置 」 に 対 す る 課 税

等 は 、 現 行 制 度 を 堅 持 す る こ と 。  

（ ４ ） 法 人 住 民 税 は 、 均 等 割 の 税 率 を 引 き 上 げ る こ と 。  



（ ５ ） 自 動 車 重 量 税 及 び 自 動 車 取 得 税 は 、 代 替 財 源 を 示 さ な い 限 り 、

市 町 村 へ の 財 源 配 分 の 仕 組 み を 含 め 現 行 制 度 を 堅 持 す る こ と 。  

（ ６ ） 地 球 温 暖 化 対 策 に お い て は 、 地 球 温 暖 化 対 策 譲 与 税 を 新 た に 創

設 す る な ど 、 地 方 税 財 源 を 確 保 す る 仕 組 み を 構 築 す る こ と 。  

 

 以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  

 

  平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ２ ６ 日  

 

             三 浦 市 議 会 議 長  岩  野  匡  史  

 

 

送 付 先  

内 閣 総 理 大 臣 、 財 務 大 臣 、 総 務 大 臣 、 内 閣 官 房 長 官 、 内 閣 府 特 命 担 当

大 臣 （ 経 済 財 政 政 策 ）  


